
★ 

広
島
県
手
数
料
条
例
及
び
県
立
病
院
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三

十
六
号
）
（
財
政
課
） 

 

一 
改
正
の
要
旨 

 
 

１ 

広
島
県
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正 

地
域
通
訳
案
内
士
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
に
伴
い
、
地
域
通
訳
案
内
士
の
登
録
手
数
料
を
定
め
る

な
ど
の
改
正
を
行
っ
た
。 

 
 

２ 

県
立
病
院
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正 

 
 
 
 

先
進
医
療
及
び
遺
伝
子
診
療
に
関
す
る
検
査
に
つ
い
て
、
が
ん
ゲ
ノ
ム
医
療
に
必
要
な
遺
伝
子
情

報
に
関
す
る
検
査
項
目
を
追
加
す
る
こ
と
に
伴
い
、
技
術
料
の
上
限
額
の
改
正
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

平
成
三
十
年
七
月
六
日 



★ 

広
島
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
七
号
）
（
税
務
課
） 

 
一 
改
正
の
要
旨 

地
方
税
法
等
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
個
人
の
県
民
税
及
び
県
た
ば
こ
税
に
関
す
る
規

定
を
改
正
し
た
。 

 
 

１ 

個
人
の
県
民
税 

平
成
三
十
三
年
度
以
後
の
各
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
、
以
下
の
措
置
を
講
じ
た
。 

 
 
 

㈠ 

非
課
税
措
置
の
対
象
と
な
る
障
害
者
、
未
成
年
者
、
寡
婦
及
び
寡
夫
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額

を
百
三
十
五
万
円
以
下
（
現
行
百
二
十
五
万
円
以
下
）
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 

㈡ 

基
礎
控
除
に
つ
い
て
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
二
千
五
百
万
円
を
超
え
る
所
得
割
の
納
税
義

務
者
に
つ
い
て
は
、
基
礎
控
除
の
適
用
は
で
き
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 

㈢ 

総
所
得
金
額
、
退
職
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
が
、
三
十
五
万
円
に
本
人
、
同

一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
十
万
円
を
加
算
し
た
金
額
（
同

一
生
計
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
に
三
十
二
万
円
を
加
算
し
た
金

額
）
以
下
で
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
県
民
税
の
所
得
割
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

２ 

県
た
ば
こ
税 

㈠ 

県
た
ば
こ
税
の
税
率
に
つ
い
て
、
以
下
の
措
置
を
講
じ
た
。 

 
 

⑴ 

次
に
掲
げ
る
期
間
に
お
け
る
県
た
ば
こ
税
の
税
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
税
率
と
す
る

こ
と
。 

 
 
 
 
 

ア 

平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
九
月
三
十
日
ま
で 
千
本
に
つ
き
九
百
三
十

円 

 
 
 
 
 

イ 

平
成
三
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
九
月
三
十
日
ま
で 

千
本
に
つ
き
千
円 

 
 
 

ウ 

平
成
三
十
三
年
十
月
一
日
以
後 

千
本
に
つ
き
千
七
十
円 

㈡ 

加
熱
式
た
ば
こ
の
課
税
方
式
に
つ
い
て
、
以
下
の
措
置
を
講
じ
た
。 

 

⑴ 

製
造
た
ば
こ
の
区
分
と
し
て
、
「
加
熱
式
た
ば
こ
」
の
区
分
を
設
け
る
こ
と
。 

 

⑵ 

加
熱
式
た
ば
こ
の
喫
煙
用
具
で
あ
っ
て
、
加
熱
に
よ
り
蒸
気
と
な
る
グ
リ
セ
リ
ン
そ
の
他
の

物
品
又
は
こ
れ
ら
の
混
合
物
が
充
塡
さ
れ
た
も
の
（
一
定
の
者
に
よ
り
売
渡
し
が
さ
れ
た
も
の

等
に
限
る
。
）
を
製
造
た
ば
こ
と
み
な
し
て
条
例
の
規
定
を
適
用
し
、
こ
の
場
合
の
製
造
た
ば

こ
の
区
分
を
加
熱
式
た
ば
こ
と
す
る
こ
と
。 

 

⑶ 

加
熱
式
た
ば
こ
の
課
税
標
準
を
次
の
ア
及
び
イ
の
と
お
り
換
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
の

合
計
数
と
す
る
こ
と
。 

ア 

加
熱
式
た
ば
こ
の
重
量
（
フ
ィ
ル
タ
ー
そ
の
他
の
一
定
の
物
品
の
重
量
を
除
く
。
）
の
〇

・
四
グ
ラ
ム
を
も
っ
て
紙
巻
た
ば
こ
の
〇
・
五
本
に
換
算
す
る
こ
と
。 

 
 

イ 

加
熱
式
た
ば
こ
の
小
売
価
格
を
、
紙
巻
た
ば
こ
の
一
本
の
金
額
に
相
当
す
る
金
額
を
も
っ

て
、
紙
巻
た
ば
こ
の
〇
・
五
本
に
換
算
す
る
こ
と
。 

 

⑷ 

⑶
の
換
算
方
法
は
段
階
的
に
導
入
す
る
こ
と
と
し
、
次
に
掲
げ
る
期
間
に
お
け
る
加
熱
式
た

ば
こ
の
課
税
標
準
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
こ
と
。 



 
 

ア 

平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
九
月
三
十
日
ま
で 

現
行
の
方
法
に
よ
り
換

算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
〇
・
八
を
乗
じ
た
本
数
及
び
⑶
の
方
法
に
よ
り
換
算
し
た
紙

巻
た
ば
こ
の
本
数
に
〇
・
二
を
乗
じ
た
本
数
の
合
計
数 

 
 

イ 
平
成
三
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
九
月
三
十
日
ま
で 

現
行
の
方
法
に
よ
り

換
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
〇
・
六
を
乗
じ
た
本
数
及
び
⑶
の
方
法
に
よ
り
換
算
し
た

紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
〇
・
四
を
乗
じ
た
本
数
の
合
計
数 

 
 

ウ 

平
成
三
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
九
月
三
十
日
ま
で 

現
行
の
方
法
に
よ
り

換
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
〇
・
四
を
乗
じ
た
本
数
及
び
⑶
の
方
法
に
よ
り
換
算
し
た

紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
〇
・
六
を
乗
じ
た
本
数
の
合
計
数 

 
 

エ 

平
成
三
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
四
年
九
月
三
十
日
ま
で 

現
行
の
方
法
に
よ
り

換
算
し
た
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
〇
・
二
を
乗
じ
た
本
数
及
び
⑶
の
方
法
に
よ
り
換
算
し
た

紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
〇
・
八
を
乗
じ
た
本
数
の
合
計
数 

㈢ 

次
に
掲
げ
る
日
前
に
売
渡
し
等
が
行
わ
れ
た
製
造
た
ば
こ
を
同
日
に
販
売
の
た
め
所
持
す
る
一

定
の
卸
売
販
売
業
者
等
及
び
小
売
販
売
業
者
に
対
し
て
、
手
持
品
課
税
を
行
う
こ
と
。 

 

⑴ 

平
成
三
十
年
十
月
一
日 

 

⑵ 

平
成
三
十
二
年
十
月
一
日 

 

⑶ 

平
成
三
十
三
年
十
月
一
日 

 
 

㈣ 

平
成
二
十
七
年
度
税
制
改
正
に
伴
う
県
税
条
例
改
正
に
お
い
て
講
じ
た
、
紙
巻
た
ば
こ
三
級
品

に
係
る
県
た
ば
こ
税
の
税
率
の
経
過
措
置
に
つ
い
て
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
税
率
は
、
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
適
用
を
延
長
す
る
こ
と
。 

 
 

３ 

そ
の
他
引
用
条
項
な
ど
必
要
な
規
定
の
整
理
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 

１ 

一
２
㈠
⑴
ア
、
㈡
⑴
及
び
⑵
、
㈡
⑷
ア
、
㈢
⑴
並
び
に
㈣
の
改
正 

平
成
三
十
年
十
月
一
日 

 
 

２ 

一
３
の
改
正 

平
成
三
十
一
年
一
月
一
日 

 
 

３ 

一
２
㈡
⑷
イ
の
改
正 

平
成
三
十
一
年
十
月
一
日 

 
 

４ 

一
２
㈠
⑴
イ
、
㈡
⑷
ウ
及
び
㈢
⑵
の
改
正 

平
成
三
十
二
年
十
月
一
日 

 
 

５ 

一
１
の
改
正 

平
成
三
十
三
年
一
月
一
日 

 
 

６ 

一
２
㈠
⑴
ウ
、
㈡
⑷
エ
及
び
㈢
⑶
の
改
正 

平
成
三
十
三
年
十
月
一
日 

 
 

７ 

一
２
㈡
⑶
の
改
正 

平
成
三
十
四
年
十
月
一
日 

 



★ 

広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
八

号
）
（
市
町
行
財
政
課
） 

 

一 
改
正
の
理
由 

 
 
 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
の
対
象
と
な
る
事
務
の
範
囲
等
を
追

加
す
る
な
ど
の
た
め
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

 

二 

改
正
の
内
容 

 
 

１ 

市
町
が
処
理
す
る
事
務
に
追
加
し
た
も
の 

 

事 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

務 

対 

象 

市 

町 

一 

医
療
法
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
病
院
の
開
設
者
に
対
す
る
措
置

命
令
等 

呉
市 

二 

医
療
法
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
医
師
の
宿
直
免
除
に
係
る
認
定 

呉
市
及
び
福
山
市 

 
 

 
 
 

２ 

そ
の
他
必
要
な
規
定
の
整
理
を
行
っ
た
。 

 

三 

施
行
期
日 

 
 
 

平
成
三
十
年
七
月
六
日 

 



★ 

医
療
法
に
基
づ
く
病
院
等
の
人
員
及
び
施
設
の
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条

例
第
三
十
九
号
）
（
医
務
課
） 

 

一 
改
正
の
要
旨 

医
療
法
等
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
療
養
病
床
に
お
け
る
看
護
師
等
の
配
置
基
準
に
係
る
経
過
措
置
が

延
長
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

二 

施
行
期
日 

 
 

平
成
三
十
年
七
月
六
日 
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